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1.は じ め に

ソ連 邦 の 崩 壊 か ら約10年 余 が経 過 した。 この 間 に,新 生 ロ シア で は 会 計 改 革 が 行 な わ れ て き

た。 この 会 計 改 革 の 目的 は,中 央 集 権 的計 画 経 済 の た め の ソ ビエ ト会 計 か ら脱 却 して,市 場 経 済

の た め の 新 しい 会 計 を 創 出す る こ と で あ った。 現 在 ま で に,会 計 改 革 は 一 定 の進 展 を みせ て お り,

営 利 活 動 や 非 営 利 活 動 を 行 な う組 織,銀 行 や合 弁 企 業 の 組織 な どの す べ て の 組 織 の た め の 新 しい

会 計制 度 が 構 築 され て きて い る。 そ れ は,"会 計 に関 す る"ロ シア連 邦 法(以 下,連 邦 会 計 法 と

い う)を は じめ と して,会 計 基 準 に相 当 す る会 計 と財 務 諸 表 の 規 程(以 下,会 計 基 準 と い う),

この 規 程 を 補 完 す る一 連 の会 計 規 程(noπo}KeHHeno6yxra刀TepcKoMyyqeTy,略 してr【By),新

勘 定 科 目表 雛 型,市 場 経 済 の も とで 生 じる ロ シア に と って新 しい様 々な 会 計 事 象 の た め の 会計 法

規 な どの 制 定 に み る こ とが で き る。 これ らの法 規 が新 しい会 計 シス テ ム の た め の法 的規 制 とな る

か らで あ るω。

こ う した 流 れ の 中 で,2001年7月13日 に国 家 院(下 院)で,同 年7月20日 に 連 邦 会 議(上

院)で そ れ ぞ れ採 択 され,プ ー チ ン(B.nyTHH)大 統 領 署 名 の"監 査 活 動 に 関 す る"ロ シ ア連 邦

法(以 下,連 邦 監 査 法 と い う)が,2001年8月7日 付 で 公 布 さ れ た([15]27ペ ー ジ,[20]14

ペ ー ジ)。 こ こ に,連 邦 会 計 法 と対 に な る連 邦監 査 法 も法 律 と して 成 立 した こ と に な る。 そ こで

こ の小 論 で は,ま ず ソ ビエ ト会 計 の もと での 監 査 と体 制 転 換 期 に お け る新 生 ロ シ ア会 計 の 監 査 を

振 り返 り,つ い で成 立 した連 邦 監 査 法 の 内容 を明 らか に し,そ して そ の 若 干 の 解 説 を行 な って 同

(1)こ の新 生 ロ シア会 計 の フ レー ム ワー クの 詳 細 は,[5]の 第2章 を参 照 され た い。
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法 の 成 立 の意 義 につ い て触 れ た い。

II.こ れ までの経 緯

1.ソ ビエ ト会 計 の 監 査

ス タ ー リ ン(H.B.CTa刀HH)政 権 下 の1930年 代 に形 成 され た 強 度 の 中央 集 権 的計 画 経 済 に基 盤

を 置 いて い た ソ ビエ ト会 計 には,西 側 のaudit(監 査)に 対 応 す る用 語 は な く,点 検,検 査,審

査 を意 味 す るpeBM3四 な る用語 の も とで,監 査 が 行 なわ れ て い た。

しか も,こ の個 々 の組 織 に対 す る監 査 は,国 家 の 財 務 統 制 の 一 環 と して個 々 の組 織 を管 轄 す る

国 の上 級 機 関 に よ る点 検 で あ った。 そ れ は官 庁 内 財 務 統 制(BHyTp胚Be几oMcTBeHHbl疏 ΦHHaHcoBbl前

KOHTPO茄)と 呼 ば れ て い た。 中 央 集 権 的 計 画 経 済 に おい て は,市 場 は 欠 落 して お り,株 式 会 社

もな く,企 業 形 態 は 国有 企 業 ま た は 協 同 組 合 のい ず れ か で あ り,企 業 に と って の 唯一 の利 害 関 係

者 は 国 家 ま た は組 合 員 で あ り,そ の もとで 官 庁 内 財 務 統 制 が 実 施 さ れ て い た。

さ らに,財 務 統 制 の一 環 と しての 当 時 の監 査 は,個 々の 組 織 で 作 成 され た財 務 諸 表 に 相 当 す る

会 計 報 告 書 を,国 が定 め た規 定 の 方 法 で 作 成 された かを 点 検 す る こ とで あ った。 だ が,そ の 点検 の

拠 り所 とな る筈 の監査 基 準 は 常 に変 更 され て いた。 なぜ な らば,西 側 の よ うな一 般 に認 め られ た 会

計 基 準 が な く,会 計処 理 や会 計 報 告 書 の提 出 な どは,国 の 各 機 関 か らの 決 定(nOCTaHOB肥HHe),

規 程(no五 〇}KeHHe),規 則(npaBH∬o),訓 令(HHcTpyKU皿H),命 令(np照a3),指 示(yκa3aHHe),

書 簡(nHCbMO)と して示 され,そ れ らは と き の経 済 政 策 の転 換 に よ っ て 朝 令 暮 改 を繰 り返 して

い た か らで あ る。

ま た,ソ ビエ ト政権 初 期 に は,レ ー ニ ン(B.M.刀eHMH)の 指 針 に従 っ て,個 々 の企 業 の 財 務

諸 表 は,『 国 民 経 済』(Hapo朋oexo3舩cTBo)誌 や 「経 済 生 活 』(3KoHoM四ecKaH細3Hb)紙 に

開 示 され た が,そ の後 に は,財 務 諸 表 の デ ー タ は,い わ ゆ る国 家 機 密 とな り,広 く開 示 され る こ

と もな か った。 そ して,未 公 開 の会 計 情 報 は主 と して 国 の経 済 政 策 の策 定 の た め に利 用 され て い

た。

くわ え て,ソ ビエ ト会 計 に お いて は,西 側 の よ うな公 認 会 計 士 制 度 も,監 査 法 人 も,職 業 と し

て の 監 査 人 もそ の 協会 もな か っ た。 ま た,国 有企 業 や協 同組 合 の会 計 に 携 わ る人 び と は,会 計 責

任 者,会 計 担 当 者 と呼 ば れ て い た。 国 の上 級 機 関 か ら任 命 され た 国 有企 業 の 会 計 責 任 者 は,国 家

統 制 者(rocy且apcTBeHHbl触oHTpo刀ep)と して企 業 会 計 よ り もむ し ろ国 か ら供 与 され た企 業 財 産

の 管 理 に 専念 す る一方,そ の も とで会 計 担 当者 は 国 か ら与 え られ た 所与 の 会 計 手 続 を 行 な う単 な

る記 録 係 に 留 ま ってい た 。 そ して,ソ ビエ ト政権 初 期 に は,会 計責 任者 や 会 計 担 当者 の再 教 育 と

研 修 活動 は,会 計 担 当者 連 合(06be朋HeHHepa60THHKoByqeTa,略 してOPy)な どの 社 会 的 諸

団 体 で 行 なわ れ た が,1930年 代 以 降 で は,国 の機 関 で実 施 さ れ た。 そ れ は,国 民 経 済 計 算 中 央

管 理 局 内 の 要 員 養 成 局(ynpa馴eHHeno肛oToBKHKa即oB,略 してyHK:),ま た ソ連 邦 中央 統 計 局

内 の 要 員 養 成 局(yHKHcyCCCP),さ ら に同 局 内 の 会計 担 当 者 資 格 向 上 と要 員 養 成 の総 管 理 局
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(FπaBHoeynpaB肥HHeno夏roToBKHKa叩oBhnoshI皿eH弼KBa朋 ΦHKaHHHpa60THHKoByqeTa)で

実 施 さ れ て い た ②。

2.体 制転換直後の監査

ソ連 邦 崩 壊 直 後 の1992年1月14日,ロ シア 連 邦 最 高 会 議 で 国 際 的 に広 く採 用 され て い る統 計

と会 計 の シ ス テ ムへ の移 行 が 決定 され た の ち,ロ シア 連 邦 政 府 は,財 務 省,中 央 銀 行,そ の他 の

省 庁 に対 して監 査 法 草 案 の 提 出 を 求 め た 。 そ の 結 果,1992年 に は2つ の 草 案 が 提 出 さ れ た。 そ

の1つ は・4月 に ロ シ ア連 邦 の 中央 銀 行 ・ 建 設 省 ・ 反 独 占委 員 会 な どか ら提 案 され た 全 体 で9条

か らな る監 査 法 草 案 で あ る([6]5ペ ー ジ)。 も う1つ は,12月 に銀 行 情 報 局 か ら提 案 さ れ た全

体 で12条 か らな る監 査 法 草 案 で あ る([16])。

1992年 に 出た これ らの監 査 法 草 案 は,1)監 査 を受 け る組 織 主 体 と監 査 人(監 査 法 人)と の契

約 によ る財 務 諸 表 の監 査,2)監 査 活 動 の ライ セ ンス取 得 の資 格 審 査 とそ の 国 家 登 録,3)監 査 人

(監査 法 人)の 独 立 性,権 利 ・義 務 ・責 任 な どの西 側 の 監 査 制 度 と類 似 した内 容 が盛 られ た 。 そ れ

は,ソ ビエ ト会 計 の もとで の官 庁 内 財務 統 制 に代 わ る新 しい官 庁 外 財 務 統 制(BHeBe且oMcTBeHHblh

ΦHHaHcoBH擁KoHTpoπb)と して の監 査 制 度 の構 築 の第1歩 とな った。

監 査 法 草 案 は 各種 の 会 議 で 討 議 され て い った 。 しか し,監 査 法 は 成 立 しな か った 。1993年 秋

に,い わ ゆ る モ ス ク ワ騒 乱 事 件 が起 き,政 治 は 混乱 し,国 会 は 解 散 し,法 案 審 議 の場 す ら失 わ れ

たか らで あ る。 だ が,市 場 経 済 へ の移 行 に と って は,企 業 の 財 務 諸 表 に対 す る監 査 は 行 な わ れ ね

ば な らなか っ た。 幸 い,ペ レス トロイ カ末 期 に 結 成 され,ソ 連 邦 崩 壊 後 に も名 称 を 変 更 して 活動

を続 け て き た,会 計 人 の社 会 的諸 団体 が あ った。 そ こで,財 務 省 は,こ れ らの社 会 的 諸 団 体 に対

して,監 査 を実 施 す る 資 格 の ライ セ ンス 交 付 とそ の 試 験 施 行 の権 限 を与 え た([7]4ペ ー ジ)。

こ う して,体 制 転 換 直 後 で は,会 計 の社 会 的諸 団体 で 実 施 され た資 格 試 験 に合 格 した 者 が,企 業

の 財 務 諸 表 の監 査 を行 な って い た。 だ が,そ れ は監 査 とい う よ り も,む しろ企 業 の 税 務 対 策 の た

め の もの と な って い た。 緊急 避 難 処置 とは い え,こ の 監 査 の 在 り方 は正 常 な状 態 とい え る もの で

は なか っ た。 こ う した 状 態 を な くす た め,1993年12月22日,監 査 活 動 に関 す る大 統 領 令([8]

50ペ ー ジ)と 暫 定 監 査 活動 規 則 が 公 布 され た([9]50ペ ー ジ)。

3.監 査の大統領令と暫定規則

監査活動に関する大統領令は,1)当 面の間,監 査を実施する際には同時に公布 された暫定監

査活動規則を適用すること,2)大 統領のもとに監査活動委員会を設置することなどが示された。

他方,全 体で27条 か らなる暫定監査活動規則では,1)監 査される経済主体,2)経 済主体1こ

とって義務として実施 される義務的監査 と主体的に実施する自主的監査,3)義 務 的監査の回避

や妨害に対する経済主体の罰金,4)監 査人(監 査法人)の 監査に付帯する役務,5)監 査人(監

(2)ソ ビエ ト会 計 の も とで の監 査 に つ い て は,[5]の 第n部 を 参 照 され た い。
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査法人)の 経営組織,6)経 済主体 と利害関係を有 して監査を行なうことのできない監査人(監

査法人),7)監 査報告書の監査人(監 査法人)に よる自主的作成,8)経 済主体や国に損害 を与

えた場合の監査人(監 査法人)の 罰金などが定められた。こうして,先 の2つ の監査法草案の骨

子を継承 し,.また今回の連邦監査法の骨格を示していたものが,暫 定監査活動規則であった。

また,暫 定監査活動規則では,監 査活動に対する国家規制は大統領の もとに設置 される監査活

動委員会によって行なわれるとし,こ の委員会の課題として,① 監査活動に携わる資格審査方法,

② その委員構成,③ ライセンス取得方法,ま た④資格審査の受験者の要件,⑤ ライセンスの取得

手続と交付,剥 奪と罰則,⑥ ライセンス剥奪に対する不服の申立て,⑦ 違法な監査活動に対する

監査人(監 査法人)の 責任な どを確立することが盛 られていた。

そして,大 統領のもとに設置された監査活動委員会が始動 していった。12名 か らなる監査活

動委員会の中に,コ ンサルタント会議が設置され,さ らに,同 会議の内に,① 監査基準,② 資格

審査と監査人の養成,③ ライセンス交付,④ 職業倫理基準,⑤ 社会的監査団体との連帯の5つ の

部門が設けられ,そ れぞれの部門で課題の解決にむけての活動が行なわれていった。

ここに,監 査活動に関する大統領令 と暫定監査活動規則に基づいて,ま た大統領のもとの監査

活動委員会を中心にして,新 しい監査制度の構築が行なわれていった(3)。

皿.連 邦監査法の内容

構 築 さ れ た新 しい監 査 制 度 は1995年 か ら採 用 され た。 だ が,ま だ こ の時 期 に は連 邦 監 査 法 は

成 立 して い な か った。 そ して,こ の約5年 間 に実 施 され て き た監 査 活 動 を 総 括 した 上 で,監 査 に

対 す る包 括 的 な 国 の規 制 を 示 した 連 邦 監 査 法 が,2001年8月 に 図表1の よ う な 法 律 と し て 成 立

した。 以 下,そ の主 要 な 規定 をみ て み よ う([15コ27ペ ー ジ,[20]14ペ ー ジ)。

図表1"監 査活動 について"の ロシア連邦 の法律

第1条 監査 活動の概念(1～7項)

第2条 監 査活動 に関す るAシ ア連邦 の法令 およびその

他 の法令(1～4項)

第3条 監査 人(1～3項)

第4条 監査 組織(1～5項)

第5条 監査組織および個人監査人の権利 と義務(1～2項)

第6条 被監 査人お よび(ま たは)監 査役務 の供 与契約

を締結 した者の権利 と義務(1～2項)

第7条 義務 的監査(1～3項)

第8条 監査 秘密(1～4項)

第9条 監査 活動の規則(基 準)(1～7項)

第10条 監 査報告書(1～2項)

第11条 明 らかに虚偽の監査報告書(1～2項)

第12条 監査 人,監 査組 織 お よび個人 監 査 人の 独立 性

(1～2項)

第13条 義務的監査 に際 しての保険

第14条 監査組織 および個 人監 査 人 の業務 品質 の管 理

(1～4項)

第15条 監査活動実施権 の資格審 査(1～3項)

第16条 監査人 の技能資格認定証 書の無 効の根拠 と手続

(1～4項)

第17条 監査活動 のライセ ンス交 付(1～3項)

第18条 監査活動 の国家規制 の全権 連邦機関(1～2項)

第19条 全権連邦機関付属 の監査 活動会議(1～5項)

第20条 公認職業監査人連合(1～5項)

第21条 監査 に関す るロシア連邦 の法令違反に対す る責

任(1～4項)

第22条 本連邦法 の発効手続(1～5項)

(出 所)[15]27ペ ー ジ,[20]14ペ ー ジ

(3)こ の新 しい監査制度 の構 築について は,[5]の 第9章 を参照 されたい。
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(1)監 査活動(ay脳TopcKaH耳eHTe∬bHocTb)の 概念:監 査は,組 織および個人企業家(以

下,被 監査人一ay且HpyeMHe朋Ha一 という)の 財務諸表の独立 した点検の事業活動である(1.1

条)。監査は,本 連邦法とその他の法令に従 って実施される(1.2条)。 監査の 目的は,被 監査人

の財務諸表および会計実施手続 とロシアの会計法規との一致の確実性 に対す る意見表明である

(1.3条)。 監査は,ロ シア連邦の法令による国家権力の全権を委任された機関 によって実施され

る財務諸表の信Z性 の国家による検査を代替 しない(1.4条)。 監査法人(法 人としての組織)と

個人監査人(法 人を形成 しない監査人)は,監 査に付帯する役務を提供できる(1.5条)。 それは,

会計 コンサルタン ト,税 務コンサルタント,投 資計画の立案と分析,市 場調査な どである(1.6

条)。監査法人と個人監査人は,監 査の実施と規定の付帯する役務提供以外の活動 に従事するこ

とはできない(1.7条)。

(2)監 査活動のロシア連邦の法令とその他の法令:監 査活動は本連邦法とその他め法令に従っ

て実施され,そ の他の法令は本連邦法と抵触 しないこと(2.1条)。 監査活動で生 じる関係は,本

連邦法およびその他の法令の範囲内でロシア連邦大統領令によって も規制される(2.2条)。 ロシ

ア連邦政府は,本 連邦法や大統領令に基づいて監査活動の決定を採択する権限を有する(2.3条)。

大統領令や連邦政府決定が本連邦法に反する場合には,本 連邦法または適応の連邦法が適用され

る(2.4条)。

(3)監 査人(ay皿HTop):監 査人は,規 定の技能資格認定の要求を充た し,技 能資格認定証

書を有する自然人であり(3.1条),監 査人は,監 査組織の従事者 としてまたは契約に基づいて監

査組織の職務に従事す る者 として,あ るいは法人を形成せず個人企業家として監査活動を実施す

る権利を有する(3.2条)。 個人監査人は,監 査活動を実施 し,そ の規定の付帯する役務を提供す

る権利を もつ(3.3条)。

(4)監 査組織(ay且HTopcKa只opraHH3auH只):監 査組織(監 査法人)は,監 査の実施 と付帯

する役務を提供する営利的組織である(4.1条)。 監査法人はライセンス取得後に自ら監査活動を

実施する(4.2条)。 監査法人は,公 開型株式会社以外 のあ らゆる組織 ・法的形態で設立 される

(4.3条)。 監査法人の常勤構成員の50%以 上はロシア連邦市民であり,外 国人が監査法人の長 で

ある監査法人では75%以 上であること(4.4条),監 査法人の正職員は5人 以上であること(4.5

条)。

(5)監 査組織 と個人監査人の権利と義務:つ ぎの権利を有する(5.1条)。 ①監査実施 の形態

と方法の独自な決定,② 被監査人の財務経済活動の検査,③ 被監査人か らの口頭と書面形式によ

る説明,④ 監査報告書への意見表明の拒否,⑤ 本連邦法に反 しない法的関係の本質か ら生 じるそ

の他の権利の実行である。他方,つ ぎの義務を負う(5.2条)。 ①本連邦法などに従った監査の実

施,② 法令に基づいた個人監査人(監 査法人)の 意見 ・結論の必要な情報の提供,③ 被監査人へ

の監査報告書の規定期間内での提出,④ 監査過程で受領 した文書の保全の保証,お よび文書内容

の秘密保持,⑤ その他の義務の遂行である。

(6)被 監査人の権利 と義務:つ ぎの権利を有する(6.1条)。 ①監査法人 または個人監査人か
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ら結 論 と な る情 韓 の受 取,② 規 定 の 期 間 内 に監 査報 告 書 の 受 取,③ その 他 の権 利 で あ る。 他 方,

つ ぎの 義 務 を負 う(6.2条)。 ① 監 査 契 約 を 規 定 の期 間 内 に締 結 す る,② 監 査 実 施上 の条 件 の整備

監 査 に 必 要 な情 報 や文 書 の 提 供,③ 解 明 す る問 題 の 範 囲 を 制 限 す る行 為 の 禁 止,④ 明 らか に な っ

た規 定 違 反 の機 動 的 な排 除,⑤ 監 査 料 の 適 時 な支 払,⑥ そ の 他 の 義 務 で あ る。

(7)義 務 的 監査(06H3aTeπbH日 疏ay朋T):毎 年,財 務 諸 表 を 義 務 と して 監 査 す る義 務 的 監 査

は,つ ぎ の組 織 に適 用 され る(7.1条)。 ① 公 開型 株 式 会 社,② 信 用 組 織 保 険 組織 相 互 保 険 会

社,商 品 ・株 式 取 引所,投 資 フオ ン ド,国 庫 外 フオ ン ドな どの 組 織 ③1年 間 の売 上 高 が,法 令

で規 定 され る最 低賃 金 額 の500000倍 を超 え る,ま た は貸 借 対 照 表 上 の 資産 総 額 が 期 末 に法 令 で

規 定 され る最 低 賃金 額 の200000倍 を超 え る 組織 ④ 国家 と地 方 自治 体 の単 一 企 業 で あ る。 ま た

個 人 企 業 家 に対 す る義 務 的監 査 は,連 邦 法 に よ って 規 定 され る。 義 務 的 監 査 は監 査 法 人 に よ っ て

実 施 され る(7.2条)。 国 家 機 密 の情 報 が財 務 諸 表 に含 ま れ て い る被 監 査 人 の 監 査 は,定 款 資 本

(共 同 出 資)に 国 外 の 自然 人 お よ び(ま た は)法 人 に属 す る部 分 が 存 在 せ ず,ロ シ ア 連 邦 の 法 令

で定 め られ た手 続 で付 与 され た 国 家 機 密 の 情 報 へ の 立 入許 可 を 得 た 監 査 組 織 に よ っ て の み実 施 さ

れ る(7.3条)C

(8)監 査 秘 密(ay皿HTopcKaHTa舳a):監 査人(監 査法 人)は,被 監 査 人 の 業 務 に 関 す る秘

密 を保 持 す る義 務 を負 い(8.1条),監 査 の 実施 で得 た情 報 と文 書 を保 全 す る義 務 を 負 い,そ れ を

第 三 者 に渡 す ま た は公 言 す る権 利 を 有 しな い(8.2条)。 法 令 で監 査 秘 密 を 内容 とす る情 報 へ の 立

入 許 可 を 得 た者 は,そ の秘 密 を保 持 す る義 務 を負 う(8.3条)。 監 査 秘 密 の保 持 に違 反 した 場 合 に

は,そ の 損 害 を補 填 しな け れ ば な らな い(8.4条)。

(9)監 査 活 動 規 則(基 準)(npaBH∬a(cTaH胆pTbl)ay皿HTopcKoh且eHTe丑bHocTM):監 査 活 動

規 則(基 準)は 監 査 活 動 実 施 上 の 統一 的 必 要 条 件 で あ り(9.1条),そ れ に は,① 監 査 活 動 の 連 邦

規 則(基 準),② 職 業 監 査 人 連 合(npoΦecc睦oHa皿bHbleay八HTopcKHeo6b釧HHeHHH)で 効 力 を も

つ 監 査 活 動 の 内部 規 則(基 準),③ 監 査 法 木 と個 人 監 査 人 の規 則(基 準)が あ る(9.2条)。 上 記

の① の 連 邦 規 則(基 準)は,監 査 法 人,個 人 監 査人 お よ び被 監 査 人 に と って 法 的強 制 力 を もつ も

の で,ロ シア連 邦 政府 に よ って 承 認 され る(9.3～9.9条)。 ② の 内 部 規 則(基 準)は,職 業 監 査

入 連 合 の 規 約 に基 づ い て,連 合 の 構 成 員 の た め に,連 邦 規 則 と抵 触 す る こ と な しに定 め た規 則 で

あ る(9.5条)。 ③ の規 則(基 準)は,自 己 の構 成 員 の た め に,連 邦 規 則 と抵触 す る こ と な しに定

め た 規 則 で あ る(9.6条)。 監 査 法 人 と個 人 監 査 人 は,監 査 活 動 の規 則(基 準)に 基 づ い て 自己 の

業 務 の 手 法 や方 法 を 自主 的 に 選 択 す る(9.7条)。

(10)監 査 報 告 書(ay皿HTopcKoe3a嘲 田qeHHe):監 査 報 告 書 は,監 査 活 動 の連 邦 規 則(基 準)

に基 づ い て,被 監 査 人 の 財務 諸 表 が 会 計 法 規 と合致 して い る こ と を意 見 表 明 す る公 式 文 書 で あ る

(10.1条)。 監 査 報 告書 の 様 式,内 容 お よ び 提 出方 法 は,監 査 活 動 の 連 邦 規 則(基 準)で 定 め る

(10.2条)。

(ll)明 らか に虚偽 の監 査 報 告 書:こ の報 告 書 は,監 査 な しに作 成 さ れ た監 査 報 告 書 な どを 指

し,虚 偽 は裁 判 所 に よ って認 め られ る(11.1条)。 明 らか に虚 偽 の 監 査 報 告 書 を 作 成 し た場 合 に
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は,個 人監査人,監 査法人に対する監査実施ライセンスは無効となり,ま たこの報告書に署名 し

た者に対する監査人の技能資格認定証書 も無効 となり,そ の刑事責任が問われる(ll.2条)。

(12)監 査人,監 査組織および個人監査人の独立性(He3aBHcHMocTb):以 下の監査人 は監査

を行なうことができない(12.1条)。 ①被監査人の設立者(参 加者),長,会 計担当者,財 務諸表

作成の責任者である者,② 上記の者と近親関係(両 親 配偶者,兄 弟,姉 妹,子 供,ま た配偶者

の兄弟,姉 妹,両 親および子供)に ある監査人。以下の監査法人は監査を行なうことができない

(12.]条)。 ①被監査人の設立者(参 加者),役 職者,会 計担当者,財 務諸表作成の責任者である

者から構成されている監査法人,② 上記の者と近親関係(両 親 配偶者,兄 弟,姉 妹,子 供,ま

た配偶者の兄弟,姉 妹,両 親および子供)に ある者から構成 されている監査法人。 また③被監査

人が監査法人の設立である監査法人など,④ 監査前に3年 間にわたって,被 監査人の会計,財 務

諸表に対 して役務を提供 した監査人(監 査法人)。

監査の実施(義 務的監査を含む)と 付帯する役務提供に対する個人監査人,監 査法人への報償

金の支払 と金額は,契 約によって決定される(12.2条)。

(13)義 務的監査に際 しての保険:監 査法人は契約違反に対する責任 リスクの保険をかける義

務がある(13条)。

(14)監 査組織 と個人監査人の業務品質の管理(κoHTpo∬bKaqecTBapa60Tbl):監 査組織(監

査法人)と 個人監査人は,監 査活動の連邦規則(基 準)に 基づいて,監 査の内部品質の規則を制

定.し遵守する義務を負う(14.1条)。 監査法人 と個人監査人の業務品質の点検は,外 部点検官に

よって,ま たは自らの権限によって,さ らに公認職業監査人連合によってできる(14.2条)。 業

務品質を回避 した監査法人 と個人監査人に対 しては,監 査活動のライセンスは無効 とな り得る

(14.3条)。 業務品質の点検によって,法 令や監査活動の連邦規則(基 準)の 要請に常習的な違反

が明 らかな場合,個 人監査人の技能資格認定証書の無効,監 査活動のライセンスの無効を含めて,

本連邦法で規定された手続で処罰がなされる(14.4項)。

(15)監 査活動実施権の資格審査:こ の資格審査(aTTeCTaHHH)は,監 査活動への従事 を希

望する自然人の技能資格検定検査であり,そ の検査は,試 験の形態で行なわれ,試 験合格者には

監査人の技能資格認定証書が,有 効期間の制限な く交付される(15.1条)。 受験の必要条件は,

1)経 済学および(ま たは)法 学の高等教育を受けた者,2)経 済学または法学の専門家と して3

年以上の活動期間をもつ者である(15.2条)。 技能資格認定証書をもつ各監査人は,資 格証明書

受領の翌年か ら毎年,全 権連邦機関の研修教育を受ける義務を負う(15.3条)。

(16)監 査人の技能資格認定証書(KBaπHΦHKaHHoHHblhaTTecTaT)の 無効の根拠 と手続:技

能資格認定証書は以下の場合に無効となる(16.1条)。 ①偽造書類による証書 の受領,② 監査活

動に従事する権限の剥奪の判決の発布,③ 本連邦法の第8条 と第12条 の要請 の不履行,④ 監査

活動の連邦規則(基 準)の 要請の常習的な違反の事実,⑤ 監査を実施せずに監査人が監査報告書

に署名 した事実,⑥2年 間,監 査人が監査活動を実施 しない事実,⑦ 本連邦法の第15条 の要請

の違反である。技能資格認定証書の無効の決定は,全 権連邦機関によって採択される(162条)。
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また,技 能資格認定証書が無効 とされた者は,3カ 月以内に裁判所へ無効 に関する決定の異議 を

申し立てる権利を有する(16.3条)。 第16.1条 の上記①～⑤によって技能資格認定証書が無効 に

な った者は,そ の無効決定日から3年 間,資 格認定証書交付の出願を再度行なう権利はない。ま

た第16.2条 によって技能資格認定証書が無効 とされた者は,裁 判所の判決の発布 日より規定さ

れた期間,資 格認定証書交付の出願を再度行なう権利はない(16.4条)。

(17)監 査活動のライセンス交付:ラ イセンスの交付(停 止,無 効を含めて)は,個 々の監査

活動ごとのライセンス交付のロシア連邦の法令に従 って行なわれる(17.1条)。 適応の ライセ ン

ス交付の決定の採択日は,監 査活動実施ライセンスの監査組織または個人監査人による受領日で

ある(17.2条)。 監査に付帯する役務の提供は,ラ イセンスの受領を必要 とする(17.3条)。

(18)監 査活動の国家規制の全権連邦機関(yno朋oMoqeHHbl廼 Φ飢epa刀bH顧opraH):ロ シア

連邦政府によって決定 された全権連邦機関が,監 査活動の国家規制の職務を遂行する(18.1条)。

その職務は以下のようになる(18.2条)。 ① 自己の権限内で監査活動を規制す る法令の公布,②

監査活動の連邦規則(基 準)の 立案とロシア連邦政府への答申,③ 監査活動のライセンスの交付,

監査人の研修教育の組織化,④ ライセンスで定められた要求と条件の遵守の監視システムの組織

化,⑤ 監査活動の連邦規則(基 準)の 遵守に対する管理,⑥ 監査報告書の提出手続などの立案,

⑦監査法人,個 人監査人などのリス トの情報の提示,⑧ 職業監査人連合の正式認可である。

(19)全 権連邦機関付属の監査活動会議(coBeTnoay朋TopcKo勇 几eHTe肪HocTH):全 権連邦

機関の もとに監査活動会議を設置する(19.1条)。 監査活動会議は以下のことを行なう(19.2条)。

1)監 査活動の基礎資料と全権連邦機関の決定案の準備,2)監 査活動の連邦規則(基 準)の 立案,

3)公 認職業監査人連合の請願の検討である。監査活動会議の構成員は,公 認職業監査人連合,'

執行権をもつ連邦機関,学 術組織および高等教育機関の推薦で全権連邦機関の長によって承認さ

れる(19.3条)。 監査活動会議では,公 認職業監査人連合 の代表は全構成員の51%以 上であ り

(19.4条),ま た国家機関,中 央銀行,監 査役務の利用者の代表もその構成員となる(19.5条)。

(20)公 認職業監査人連合(aKKp釧HToBaHHHenpoΦeccHoHa■bHblea孤MTopcK肥06be八HHeHHH):

公認職業監査人連合は,構 成員の監査活動条件の保証,そ の利益の保護のために,法 令に従って

設立され,非 営利的基盤に基づいて活動 し,構 成員の義務的な職業的活動と職業倫理の規則(基

準)を 制定して,そ の遵守に対する管理を実施する,全 権連邦機関によって公認された個人監査

人,監 査法人の連合である(20.1条)。 構成員が1000人 以上の有資格監査人,お よび(ま たは)

100以 上の監査法人からなる職業監査人連合は,全 権連邦機関に公認 を申請できる(20.2条)。

いかなる監査法人およびいかなる個人監査人 も,1つ の公認職業監査人連合の構成員になること

ができる(20.3条)。 公認職業監査人連合は以下の権利を有する(20.4条)。 ①監査活動実施権の

資格審査の参加,② 教育研修活動の実施,③ 構成員の業務品質の点検,④ 監査活動規制に対す る

提案,'⑤ 職業上の利益擁i護,⑥ 定期刊行物の発行,⑦ 監査人の国際的職業組織における監査人の

利益代表などである。 ライセンスが無効となった監査組織 または個人監査人は,そ の無効 日から

3年 以内に公認職業監査人連合へ再度入会する権利なしに除名 される(20.5条)。
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(21)監 査 に関 す る ロ シア連 邦 の 法令 違 反 に対 す る責 任:監 査 法 人 とそ の長,個 人 監査 人,被

監 査 人,義 務 的監 査 の対 象 とな る組 織 は,本 連 邦 法 と そ の他 の 法 令 に従 って,刑 法上,行 政法上,

民 法 上 の 責 任 を もつ(21.1条)。 ライ セ ンス な しに監 査 活 動 を実 施 した場 合 に は,連 邦 法 で 規 定

され た最 低 賃 金 額 の100か ら300倍 の額 の 罰 金 が 徴 収 され る(21.2条)。 義 務 的 監 査 を 回 避 し,

監 査 活 動 を妨 害 した場 合 に は,連 邦 法 で 規 定 され た最 低 賃 金 額 の500か ら1000倍 の 額 の 罰 金 が

徴 収 され る(21.3条)。 .第21.2条 と第21.3条 の罰 金 の徴 収 は,法 令 違 反 に対 す る責 任 追 及 に基 づ

い て 裁 判 で 行 なわ れ る(21.4条)。

(22)本 連 邦 法 の発 効 手 続:原 則 と して,本 連 邦 法 はそ の 公 布 日か ら1カ 月 経 過 後 に発 効 す る

(22.1条)な ど。

以 上 が,連 邦 監 査 法 の主 要 な 規 定 で あ り,監 査 活動 の 内 実 に つ い て は,図 表2の よ う に な る。

図表2監 査活動の内実一 コ
畢 移

内部監査

点 検 晦

外部監査

馨

義
務
的
監
査

自
主
的
監
査

内部監査 監査に付帯する役務(業 務)

愚 毎 毎

外部監査[行 為役務]医 亟 同 塵 画

(出 所)[4]70ペ ー ジ

IV.若 干 の コ ンメ ンター ル

連邦監査法は,先 の監査活動に関する大統領令 と暫定監査活動規則の公布後の監査活動の経験

を総括 したもので,ほ ぼ西側のそれと同様な内容が盛 られているが,以 下ではその主要な規定に

ついて若干の解説を しておきたい。

1.義 務 的監 査 に つ い て

暫定監査活動規則では組織にとって義務となる義務的監査 と,組 織が主体的に行な う自主的監

査(旧H脳aTHBHblhay朋T)を 挙げていたが,前 者の監査のみが連邦監査法の第7条 に盛 られた。

この場合,前 者の義務的監査はライセンスを もつ職業監査人(監 査法人)に よるいわゆる外部監
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査(BHe田H曲ay朋T)の 監 査 に相 当 し,後 者 の 自主 的監 査 は 組 織 の監 査 委 員 会(監 査 役)に よ る

い わ ゆ る 内部 監 査(BHyTpeHH哺ay朋T)に 相 当す る もの で あ る。 そ して,こ れ ら の こ とは 民 法

典 上 と株 式 会 社 法上 の監 査 と関 連 して い る。

民 商 一 元 主 義 に基 づ い て1994年ll月 に 公布 され た新 民 法 典(第 一 部)で は,株 主 総 会 で は 監

査 委 員 会(監 査 役)(peBH3HoHHaHKoM匪ccH只(peBH30p))を 選 任 す る こ と,ま た 公 告 の 義 務 を 負

う公 開 型 株 式 会 社 の財 務 諸 表 は会 社 ま た は そ の社 員 とは財 産 上 の 利害 関 係 を 有 しな い 職 業 監 査 人

(npoΦeccHoHa恥Hb旧a狐HTop)を 選 任 す る こ とが 明記 され て い る([1])。

ま た,こ の 民 法 典 の 規 定 を 受 け て制 定 され た1995年12月 の株 式 会 社 法 に お い て は,株 主 総 会

に 対 す る財 務 諸 表 に記 載 され て い る資 料 の信 悪 性 は監 査 委 員 会(監 査 役)に よ って 証 明 され る こ

と,ま た公 開型 株 式会 社 の 財 務 諸 表 に対 して は職 業 監 査 人(監 査 法 人)に よ って 監 査 され る こ と

を 義 務 とす る こ とが 明記 され て い る([17])。

さ らに,連 邦 監 査法 の 第7条 で は,義 務 的監 査 を受 け る場 合 を 列挙 して い るが,1994年12月

に 出 た この ロ シ ア連 邦 政 府 の 最:初の 決 定 で は,期 末 に100人 以上 の 株主(参 加 者)を もつ 公 開 型

株 式 会 社 と して いた([10〕77ペ ー ジ)。 しか し,1995年4月 に 改 訂 さ れ た 同 決 定 で は 公 開 型 株

式 会 社 の組 織 ・法 的 形 態 を有 す る組 織 と され た([ll]69ペ ー ジ)。 な お,法 令 で 規 定 され た最 低

賃 金 額 を基 準 と した 財 務 指 標 は ロ シ ア 会 計 の 独 特 の もの で あ る が,当 局 か ら一 定 時 点 で 公 表

さ れ る最 低 賃 金 額 は月 額 を指 す(1997年ll月 に は,$1=5,900ル ー ブ ル で労 働支 払 最 低 月 額 は

83,490ル ー ブル で あ った 。1998年1月 初 め に通 貨 改 革 が な され,旧1,000ル ー ブル は新1ル ー ブ

ル と な った。 旧 通 貨 は当 面 残 っ た が,1998年6月15日 に は$1=6.18ル ー ブ ル で あ っ た)([2]

87ペ ー ジ)。

2.監 査 秘 密 に つ い て

連邦監査法では監査人(監 査法人)は 被監査人の業務 に関する秘密を保持することを規定 して

いるが,こ れは連邦会計法で も([13]5ペ ージ,[18]34ペ ージ),会 計基準でも([14〕3ペ ージ,

[19]35ペ ージ),会 計記録 と内部会計報告書の内容は営業秘密であることを明記 していることと

対応 している。これらの会計法規では,① 会計記録と内部会計報告書に含まれる情報の閲覧の許

可を得た者は営業秘密を秘匿し,② それを流布した者はロシア連邦の法令で定める責任を負うと

規定 されている。

3.監 査 活 動 規 則(基 準)に つ い て

一連の監査活動規則(基 準)は ,こ れまでに大統領直属監査活動委員会のもとで,国 際会計士

連盟(IFAC)の 国際監査基準(ISA)を 参考にしなが ら作成 されてきた。 それ らのすべての監

査基準は,① 一般基準(監 査人の資格,独 立性など),② 監査実施基準(監 査計画,調 査,会 計

と内部統制の評価など),③ 監査報告基準(監 査対象の財務諸表,意 見表明など)に 大別 され,

その中に,① 総則,② 基本的概念,③ 基準の意義,④ 実務用付録からなる30の 基準ができてい
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た([2]93ペ ー ジ,[3]53ペ ー ジ)。 これ らの 監 査 基 準 を含 め て,連 邦 監 査 法 は 監 査 活 動 規 則

を3種 類 に整 理 して い る。

4.監 査報 告 書 に つ い て

監査報告書の様式は,① はじめの部分,② 分析の部分,③ 総括の部分か らなるものとなってい

る。 また監査結果に対する意見については,1)会 計法規に基づいて被監査人の財政状態 と経営

成績のすべての重要な側面が充たされた財務諸表を作成 した場合には,無 条件の肯定的見解,2)

監査結果で指摘された事柄を除いて充たされた財務諸表を作成 した場合には,条 件付き肯定的見

解,3)指 摘された事柄 との関連で財政状態と経営成績のすべての重要な側面が充たされていな

い財務諸表を作成 した場合には,否 定的見解,4)指 摘された事柄のたあに財務諸表の真 実性を

認めることができない場合には,意 見表明の拒否がなされるとされている([12]94ペ ージ)。

5.公 認職業監査人連合について

この連合は,ラ イセ ンスをもつ個人監査人 と監査法人からなる公認 された組織である。よって

それは,こ れまでに会計人の養成や研修に取 り組んできた既存の会計人の社会的諸団体とは異な

る組織となる。 よって,今 後の公認職業監査人連合の動向に注目してい く必要があるω。

V.お わ り に

先 にみた1993年12月 に出た監査活動に関する大統領令 と暫定監査活動規則は,連 邦監査法が

成立すると失効することになる([3]54ペ ージ)。 したがって,今 後,こ れまで監査活動に係わ

る法規を制定 してきた既存の諸機関は,連 邦監査法で規定 されている諸機関へと改組されていく

ことになるであろう。

ところで,新 生ロシア会計のフレームワークの法的支柱 となっている諸会計法規は,そ の第1

段階に法律,第H段 階に規程(基 準),第 皿段階に方法論的指示(省 令),第IV段 階に組織の会計

方針にそれぞれ位置するものに大別されている⑤。 この区分に従えば,連 邦会計法は第1段 階に,

監査活動規則(基 準)は 第II段 階に,監 査活動規則の要件を実現するための法規は第皿段階にそ

れぞれ位置するものとなる。そ して,こ の度,第1段 階に位置する連邦監査法が成立 したことに

なる。それは,監 査の大統領令と暫定規則に基づいて実施 されてきた約5年 間の監査活動の実績

を総括 しつつ,第1段 階の法律に盛 るものと第D段 階の規程(基 準)で 規制するものとを整理 し

て成立 したといえる。

会計 とその監査は車の両輪であるが,こ こに新生 ロシアにおいても,組 織でのその会計実施を

包括的に規制する連邦会計法と,組 織でのその会計実施の結果に対する監査を包括的に規制する

(4)以 上 の コ ンメ ンタ ー ル に 係 わ る内 容 に つ い て は,[5]の 第9章 を参 照 さ れ た い。

(5)会 計 法 規 の4つ の 段 階 に つ い て は,[5]の 第2章 を参 照 さ れ た い。
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連 邦 監 査 法 が,と もに成 立 した こ とに な る。
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